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 キューピー人形は独自の著作物  

 かわいらしい幼児の天使の立像」自体、その表現が
多種多様であり得るのであって、そのような立像に新
たな創作性が付与されたものであれば、著作権法上
の著作物というべきである。 

 キューピーイラストが従来の作品における子供、天使、
キューピッド等の表現として不可避又は一般的な表現
にとどまらず、むしろ、新たな空想上の存在を感得させ
る表現上の創作性を有する以上、これを立体的に表
現した本件著作物もまた、その創作性を認めることが
できる。 
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